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１ 目的等 

（１）目的 
この基準は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年東京都条例

第 215 号。以下、「条例」という。）第５条の４に規定する「東京都地球温暖化対策指針」

（平成 21 年東京都告示第 989 号。以下、「指針」という。）第２編第５ ５の規定に基づ

き、地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策に係る取組の評価の基準を定めることを

目的とする。 

 
（２）定義 

この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

ア 地球温暖化対策事業者 条例第８条の 23第１項に基づき地球温暖化対策報告書（以下、

「報告書」という。）を提出すべき義務がある事業者をいう。 

イ 任意提出事業者 条例第８条の 23 第２項に基づき任意で報告書を提出する事業者（地

球温暖化対策事業者を除く。）をいう。 

ウ 地球温暖化対策事業者等 地球温暖化対策事業者及び条例第８条の 23 第２項の規定に

より報告書を提出した者をいう。 

エ 義務提出事業所等 地球温暖化対策事業者が都内に設置している事業所等（前年度の原

油換算エネルギー使用量が 30ｋＬ以上 1,500ｋＬ未満の事業所等に限り、指定地球温暖化

対策事業所及び特定テナント等事業所を除く。）をいう。 

オ 評価対象事業所等 評価のための算定の対象とする事業所等をいう。 

カ 提出年度 事業所等の報告書を提出した年度をいう。 

キ 実績年度 提出年度の前年度をいう。 

ク 直近５か年度 実績年度から起算した直近５か年度をいう。 

ケ 再生可能エネルギー電気 再生可能エネルギーを利用した発電による電気をいう。 

 
（３）基本的考え方 

ア 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量（以下、「二酸化炭素排出量」という。）

の削減実績等に着目し、地球温暖化の対策について優れた取組を行っている地球温暖化対

策事業者等を評価する。 

イ アの評価において一定の水準に達した事業者に対して、再生可能エネルギーの利用に係

る措置の状況を評価する。 

ウ 評価基準について、地球温暖化対策事業者等の地球温暖化の対策に係る取組の進展に合

わせて、随時見直しを行うものとする。 
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２ 地球温暖化の対策に係る取組の実績の評価 

（１）評価の考え方 
（４）に示す算定方法に従い、評価対象事業所等における直近５か年度の二酸化炭素排

出量の削減の状況により評価する。 
 

（２）評価対象 
ア 評価の対象とする事業者 

・評価の対象とする事業者は次の（ア）及び（イ）の要件を満たすものとする。 
（ア） 次の①又は②のいずれかに該当すること。 

①地球温暖化対策事業者 
②任意提出事業者のうち評価を希望する事業者（当該事業者が指針１（２）イ

で報告書を提出することができるとされている全ての事業所等について、報

告書を提出する場合に限る。） 
（イ） 実績年度に報告書を提出し、かつ、直近５か年度のうち実績年度以外のいずれ

かの年度について少なくとも１回は報告書を提出していること。 
 

イ 評価の対象とする事業所等 

・当該事業者が都内において所有し、又は使用している事業所等のうち、報告書の作成対

象とされている全ての事業所等を評価の対象とする。 
・ただし、地球温暖化対策事業者にあっては、義務提出事業所等のみを評価の対象とする

ことができる。 
 

表１ 評価の対象とする事業者及び事業所等 

 
※都内において所有し、又は使用している事業所等のうち、報告書の作成対象とされている全ての事業所等について

報告書（その２）を提出していない場合は、全ての事業所等を評価の対象とすることはできない。 

 
ウ 評価の対象とする期間 

・地球温暖化の対策に係る取組の実績については、直近５か年度の状況について評価する。 
・ただし、直近５か年度のうち、報告書で実績を報告していない年度については評価の対

象から除くものとする。 
・評価の対象とする期間のうち、各年度に係る用語は次の表２のとおり定義する。また、

各年度に係る用語について、次の表３のとおり例示する。 

  

義務提出事業所等で評価を受ける 全ての事業所等で評価を受ける 評価を受けない

地球温暖化対策事業者 可 可
※ 不可

任意提出事業者 不可 可
※ 可
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表２ 評価の対象とする期間における各年度の用語の定義 

 

 
表３ ＜参考＞2020 年度に報告書を提出する場合の各年度の定義 

（2020 年度が提出年度になる場合の各年度の定義） 

 
2017年度は報告書の提出が無いため、2018年度の前回実績年度は 2016年度となる。 

 
（３）評価項目 

評価項目は、報告書（その１）において報告する平均合計二酸化炭素排出量削減率（以

下、「平均排出量削減率」という。）及び平均合計原単位改善率（以下、「平均原単位改善

率」という。）とする。 
 

（４）算定方法 
地球温暖化対策事業者等は、アからエまでに定める方法により、次の図１の手順に従い

平均排出量削減率及び平均原単位改善率を算定する。 

  

用語

提出年度

実績年度

過去実績年度

算定基準年度

前回実績年度

提出年度の前年度

報告書で事業所等の実績を報告した実績年度以外の年度

過去実績年度のうち、合計二酸化炭素排出量が０ではない最初の年度

ある年度を基準とした直近の過去実績年度

定義

事業所等の報告書を提出した年度

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量 0 6,000 0 5,900

合 計 延 床 面 積 83,000 83,000 83,000 83,000

合 計 原 単 位 0.00000 72.28915 0.00000 71.08433

過去実績年度 過去実績年度 過去実績年度 実績年度

算定基準年度

直近５か年度

定義
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図１ 平均排出量削減率及び平均原単位改善率の算定フロー 

 
 

ア 合計二酸化炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位の算定 

・合計二酸化炭素排出量（ｔ）は、評価対象事業所等の二酸化炭素排出量を年度ごとに

合計する。 

・合計延床面積（ｍ２）は、評価対象事業所等の延床面積を年度ごとに合計する。 

・合計原単位（ｋｇ-ＣＯ２／ｍ２）は合計延床面積（ｍ２）当たりの合計二酸化炭素排出量

（ｋｇ-ＣＯ２）として、年度ごとに算定する（小数点以下第３位切り捨て） 

・なお、次の（ア）から（エ）までに該当する場合は、必要に応じて（５）アからエまで

に定める補正を適用し、合計二酸化炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位を算定す

る。また、次の（オ）から（キ）までに該当する場合は、必要に応じて（５）オからキ

に定める補正を適用し、合計二酸化炭素排出量及び合計原単位を算定する。 

（ア） 「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた事業所を

新たに「中小規模事業所」として報告する場合 

（イ） 「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「特定（指定）

地球温暖化対策事業所」として報告する場合 

（ウ） 会社合併を行った場合 

（エ） 会社分割を行った場合 

（オ） 事業所等において再生可能エネルギー電気の受入れを行った場合 

（カ） 事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合 

（キ） 規則別表第１に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法が変更になった場合 

 
イ 合計二酸化炭素排出量対前年度比及び合計原単位対前年度比の算定 

Ｐ.２

Ｐ.４

Ｐ.８

Ｐ.５

Ｐ.５

Ｐ.６

評価の対象とする事業所等の範囲を選択

・合計二酸化炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位の算定

・補正方法 

平均排出量削減率及び平均原単位改善率を算定

・合計二酸化炭素排出量対前年度比及び合計原単位対前年度比の算定

・排出量対前年度比の数及び原単位対前年度比の数の算定

・平均排出量削減率及び平均原単位改善率の算定

・評価の対象とする事業所等   

直近５か年度における状況を算定
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・合計二酸化炭素排出量対前年度比（以下、単に「排出量対前年度比」という。）は、直近

５か年度における各年度の合計二酸化炭素排出量を、前回実績年度の合計二酸化炭素排

出量で除することで算定する（小数点以下第６位切り捨て） 

・ただし、前回実績年度の合計二酸化炭素排出量が０の場合は、当該前回実績年度を基準

とした前回実績年度の合計二酸化炭素排出量で除することで算定する。 

・なお、次の年度においては排出量対前年度比を算定しない。 

（ア） 直近５か年度のうち、合計二酸化炭素排出量が０の年度 

（イ） 直近５か年度のうち、当該年度を基準とした過年度についていずれの年度にお

いても実績を報告していない又は合計二酸化炭素排出量が０の年度 

・合計原単位対前年度比（以下、単に「原単位対前年度比」という。）においても同様に算

定する。 

 

【例１】排出量対前年度比の算定 

 

・2016 年度は過年度に実績を報告していないため、排出量対前年度比を算定しない。 

・2017 年度は合計二酸化炭素排出量を前回実績年度である 2016年度の合計二酸化炭

素排出量で除することで、排出量対前年度比を算定する。 

・2018 年度は合計二酸化炭素排出量が０のため、排出量対前年度比を算定しない 

・2019 年度は前回実績年度である 2018年度の合計二酸化炭素排出量が０のため、合

計二酸化炭素排出量を 2018年度の前回実績年度である 2017年度の合計二酸化炭素

排出量で除することで、排出量対前年度比を算定する。 

 
ウ 排出量対前年度比の数及び原単位対前年度比の数の算定 

・排出量対前年度比の数は、算定基準年度から実績年度までの期間のうち、各年度及び各

年度を基準とした前回実績年度の合計二酸化炭素排出量がいずれも０以上の年度の数

をいう。 

・原単位対前年度比の数においても同様とする。 

 

【例２】排出量対前年度比の数の算定 

 

・合計二酸化炭素排出量が０ではない最初の年度は 2016 年度のため、算定基準年度は

2016年となる。 

・算定基準年度から実績年度までの４か年度のうち、合計二酸化炭素排出量及び前回

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,400 10,300 0 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.99038 0.97087

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 0 10,400 10,300 0 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.99038 0.97087



 

6 

実績年度の合計二酸化炭素排出量が０以上の年度は 2017 年度、2018年度及び 2019

年度のため、排出量対前年度比の数は３となる。 

 
エ 平均排出量削減率及び平均原単位改善率の算定 

・平均排出量削減率は、イで算定した各年度の排出量対前年度比から次の式のとおり算

定する（小数点以下第３位切り捨て） 

 
Ｘ＝�1− √𝑎𝑎1 × 𝑏𝑏1 × 𝑐𝑐1 × 𝑑𝑑1𝑛𝑛 �× 100 

Ｘ：平均排出量削減率（％） 

ｎ：排出量対前年度比の数 

ａ１～ｄ１：排出量対前年度比 

※計算過程で算出した値はいずれも小数点以下第６位切り捨て 

 

・ただし、実績年度の合計二酸化炭素排出量が０の場合は、平均排出量削減率を 100％と

する。また、過去実績年度における合計二酸化炭素排出量がいずれも０かつ実績年度の

合計二酸化炭素排出量が０ではない場合は、平均排出量削減率を０％とする。 

・平均原単位改善率は、イで算定した各年度の原単位対前年度比から次の式のとおり算定

する（小数点以下第３位切り捨て） 

 
Ｘ２＝�1− √𝑎𝑎2 × 𝑏𝑏2 × 𝑐𝑐2 × 𝑑𝑑2𝑛𝑛 �× 100 

Ｘ２：平均原単位改善率（％） 

ｎ：原単位対前年度比の数 

ａ２～ｄ２：原単位対前年度比 

※計算過程で算出した値はいずれも小数点以下第６位切り捨て 

 

・ただし、実績年度の合計原単位が０の場合は、平均原単位改善率を 100％とする。また、

過去実績年度における合計原単位がいずれも０かつ実績年度の合計原単位が０ではな

い場合は、平均原単位改善率を０％とする。 

 

【例３】直近５か年度の実績をすべて報告している場合 

 

・2015 年度の合計二酸化炭素排出量が０ではないため、算定基準年度は 2015年度と

なる。 

・算定基準年度から実績年度までの期間のうち、各年度及び各年度を基準とした前回

実績年度の合計二酸化炭素排出量はいずれも０以上のため、対前年度比の数は４と

なる。 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029 0.98039
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・したがって、平均排出量削減率Ｘは次の式のとおり算定する。 

Ｘ＝�1− √0.98113 × 0.99038 × 0.99029 × 0.980394 �× 100 

 ＝1.44（％） 

平均原単位改善率についても同様に算定する。 

 

【例４】合計二酸化炭素排出量又は合計原単位が０の過去実績年度がある場合① 

 

・2015年度の合計二酸化炭素排出量が０ではないため、算定基準年度は 2015年度とな

る。 

・直近５か年度のうち、2017 年度は合計二酸化炭素排出量が０のため、排出量対前年度

比を算定しない。 

・算定基準年度から実績年度までの期間のうち、各年度及び各年度を基準とした前回実

績年度の合計二酸化炭素排出量はいずれも０以上のため、対前年度比の数は４とな

る。 

・したがって、平均排出量削減率Ｘは次の式のとおり算定する。 

Ｘ＝�1− √0.98113 × 0.98076 × 0.980394 �× 100 

 ＝1.44（％） 

・平均原単位改善率についても同様に算定する。 

 

【例５】合計二酸化炭素排出量又は合計原単位が０の過去実績年度がある場合② 

 

・2015年度の合計二酸化炭素排出量が０かつ 2016年度の合計二酸化炭素排出量が０で

はないため、算定基準年度は 2016年度となる。 

・直近５か年度のうち、2016 年度は過年度の合計二酸化炭素排出量が０であり、2017

年度は合計二酸化炭素排出量が０のため、排出量対前年度比を算定しない。 

・算定基準年度から実績年度までの期間のうち、各年度及び各年度を基準とした前回実

績年度の合計二酸化炭素排出量はいずれも０以上のため、対前年度比の数は３とな

る。 

・したがって、平均排出量削減率Ｘは次の式のとおり算定する。 

Ｘ＝�1− √0.98076 × 0.980393 �× 100 

 ＝1.29（％） 

・平均原単位改善率についても同様に算定する。 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 0 10,200 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.98076 0.98039

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 0 10,400 0 10,200 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98076 0.98039
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【例６】実績年度の合計二酸化炭素排出量又は合計原単位が０の場合 

 

・実績年度の合計二酸化炭素排出量が０のため、平均排出量削減率は 100％となる。 

・平均原単位改善率についても同様とする。 

 

【例７】過去実績年度の合計二酸化炭素排出量又は合計原単位が０かつ実績年度の合計

二酸化炭素排出量又は合計原単位が０ではない場合 

 

・過去実績年度の合計二酸化炭素排出量がいずれも０かつ実績年度の合計二酸化炭素

排出量が０ではないため、平均排出量削減率は０％となる。 

・平均原単位改善率についても同様とする。 

 

【例８】直近５か年度において実績を報告していない年度がある場合 

 

・2015 年度は実績の報告が無く、2016年度は合計二酸化炭素排出量が０ではないた

め、算定基準年度は 2016年度となる。 

・直近５か年度のうち、2016 年度は過年度に実績の報告が無く、2017年度は実績の報

告が無いため、排出量対前年度比を算定しない。 

・算定基準年度から実績年度までの期間のうち、各年度及び各年度の前回実績年度の

合計二酸化炭素排出量がいずれも０以上となるのは 2018 年度及び 2019年度のみで

あるため、対前年度比の数は２となる。 

・したがって、平均排出量削減率Ｘは次の式のとおり算定する。 

Ｘ＝�1− √0.98076 × 0.980392 �× 100 

 ＝1.94（％） 

・平均原単位改善率についても同様に算定する。 

 
（５）補正方法 

次のア、ウからエ及びカからケまでのいずれかに該当する場合は、（４）アで算定した

合計二酸化炭素排出量等の補正を行うことができる。また、次のイ又はオに該当する場合

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 0

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 0 0 0 0 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,400 10,200 10,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98076 0.98039
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は、（４）アで算定した合計二酸化炭素排出量等の補正を行わなければならない。 
アからエまでの補正を行う場合は、必ず補正を行う年度の合計二酸化炭素排出量、合計

延床面積及び合計原単位のすべてについて補正を行わなければならない。また、オからキ

までの補正を行う場合は、必ず補正を行う年度の合計二酸化炭素排出量及び合計原単位の

いずれについても補正を行わなければならない。 
合計二酸化炭素排出量、合計延床面積及び合計原単位を補正によって負の値にすること

はできない。 

 

表４ 補正事由の一覧 

 
 

ア 「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「中

小規模事業所」として報告する場合 

・直近５か年度における各年度の合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積に、「特定（指

定）地球温暖化対策事業所」として報告を行っていた事業所の二酸化炭素排出量及び延

床面積を加算することで補正を行う。 
 

【例９】「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた事業所を新た

に「中小規模事業所」として報告する場合 

・例えば、元々「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていたα事

業所を、2019年度から「中小規模事業所」として報告を行うＡ事業者があったとする。 

ア
「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っ
ていた事業所を新たに「中小規模事業所」として報告する場合

例９

イ
「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新た
に「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として報告する場合

例10

ウ
実績年度におけるエネルギー使用期間が１年未満かつ推定年間
エネルギー使用量が1,500ｋL以上の事業所等を報告する場合

例11

エ 会社合併を行った場合 例12

オ 会社分割を行った場合 例13

カ 事業所等において再生可能エネルギー電気の受入を行った場合 例14

キ 事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合 例15

ク
規則別表第１に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法が変
更になった場合

-

ケ その他、知事が必要と認める場合 -

会社合併・分割関係

再生可能エネルギー関係

大規模事業所関係

その他
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Ａ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正前） 

 

・2015 年度実績から 2018年度実績までは当該事業所の実績を算入していないが、2019年

度実績では当該事業所の実績を算入している。 

・これにより、2019年度実績のみ当該事業所分合計二酸化炭素排出量が増加することにな

り、事業者の平均排出量削減率を正確に算定することができない。 

・この場合、2015年度から 2018 年度までに、「各年度におけるα事業所の実績」を加算し

て補正することにより、平均排出量削減率を算定できるようになる。 

・加算する数値は、「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として都に報告を行っていた数

値とする。 

α事業所の二酸化炭素排出量 

 

Ａ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正後） 

 

・上記のように補正を行うことで、2015年度から 2019 年度まで当該「特定（指定）地球

温暖化対策事業所」の実績が算入した状態で、平均排出量削減率を算定する。 

・合計延床面積及び合計原単位についても同様に算定する。 

 
イ 「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「特定（指定）地球温

暖化対策事業所」として報告する場合 

・直近５か年度における各年度の合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積から、「中小規

模事業所」として報告を行っていた事業所の二酸化炭素排出量及び延床面積を減算する

ことで補正を行う。 
 

【例 10】「中小規模事業所」として都に報告を行っていた事業所を新たに「特定（指定）

地球温暖化対策事業所」として報告する場合 

・例えば、元々「中小規模事業所」として都に報告を行っていたβ事業所を、2019 年度か

ら「特定（指定）地球温暖化対策事業所」として報告を行うＢ事業者があったとする。 

Ｂ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正前） 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 12,900

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029 1.26470

年度 2015 2016 2017 2018 2019

二酸化炭素排出量（ｔ） 3,000 3,000 3,000 3,000 2,900

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 13,600 13,400 13,300 13,200 12,900

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98529 0.99253 0.99248 0.97727
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・2015 年度実績から 2018年度実績までについては、当該事業所の実績を算入しているが、

2019年度実績では当該事業所の実績を算入していない。 

・これにより、2019年度実績のみ当該事業所分合計二酸化炭素排出量が減少することにな

り、事業者の平均排出量削減率を正確に算定することができない。 

・この場合、2015年度実績から 2018年度実績までに、「各年度におけるβ事業所の実績」

を減算して補正することにより、平均排出量削減率を算定できるようになる。 

・減算する数値は、「中小規模事業所」として都に報告を行っていた数値とする。 

β事業所の二酸化炭素排出量 

 

Ｂ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正後） 

 

・上記のように補正を行うことで、2015年度から 2019 年度まで当該中小規模事業所の実

績が減算された状態で、平均排出量削減率を算定する。 

・合計延床面積及び合計原単位についても同様に算定する。 

 
 

ウ 実績年度におけるエネルギー使用期間が１年未満かつ推定年間エネルギー使用量が

1,500ｋL以上の事業所等を報告する場合 

 推計年間エネルギー使用量は、以下のとおり算定する。（小数点以下切り捨て） 
 

 Ｘ３＝ａ１×（12÷ｂ１） 
 Ｘ３：推定年間エネルギー使用量（ｋＬ） 
 ａ１：対象事業所等の年間エネルギー使用量（ｋＬ） 
 ｂ１：対象事業所等の実績年度におけるエネルギー使用期間（月） 

 
・算出した推定年間エネルギー使用量が 1,500ｋL 以上の場合には、当該事業所等の二酸

化炭素排出量及び延床面積を、合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積から減算するこ

とで補正を行う。 

 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 7,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029 0.68627

年度 2015 2016 2017 2018 2019

二酸化炭素排出量（ｔ） 2,900 2,900 2,900 2,900 3,000

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 7,700 7,500 7,400 7,300 7,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.97402 0.98666 0.98648 0.9589
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【例 11】実績年度におけるエネルギー使用期間が１年未満かつ推定年間エネルギー使用

量が 1,500ｋL以上の事業所等を報告する場合 

・例えば、実績年度の 12月に竣工した事業所において、12月から翌 3月までの 4か月間

におけるエネルギー使用量が 1,000ｋＬであったとする。 

 この場合、次の式により当該事業所の推計年間エネルギー量を算定する。 

  Ｘ３＝1,000×（12÷４） 

    ＝3,000（ｋＬ） 

・計算の結果、推定年間エネルギー使用量が 1,500ｋＬ以上となったため、補正を行う年

度における当該事業者の合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積から、当該事業所の二

酸化炭素排出量及び延床面積を減算することで補正を行う。 

 
エ 会社合併を行った場合 

・直近５か年度における各年度の合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積に、消滅会社の

合計二酸化炭素排出量及び合計延床面積を加算することで補正を行う。 
・直近５か年度のうち、消滅会社が地球温暖化対策事業者等として都に報告書を提出して

いなかった年度については、当該年度において消滅会社が所有し、又は使用していた事

業所等の報告書を存続会社が新たに提出することで、補正を行うことができる。 
 

【例 12】会社合併を行った場合 

・例えば、2018年度末にＣ事業者（存続会社）とＤ事業者（消滅会社）が合併したとする。 

Ｃ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正前） 

 

・2015 年度実績から 2018年度実績までについては、Ｄ事業者の実績を算入していないが、

2019年度実績では当該事業者の実績を算入している。 

・これにより、2019年度実績のみ当該事業者分合計二酸化炭素排出量が増加することにな

り、Ｃ事業者の平均排出量削減率を正確に算定することができない。 

・この場合、2015年度から 2018 年度までに、「各年度におけるＤ事業者の実績」を加算し

て補正することにより、平均排出量削減率を算定できるようになる。 

・加算する数値は、Ｄ事業者が中小規模事業所として都に報告を行っていた数値とする。 

Ｄ事業者の合計二酸化炭素排出量 

 

Ｃ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正後） 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 16,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029 1.56862

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
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・上記のように補正を行うことで、2015年度から 2019 年度までＤ事業者の実績が算入し

た状態で、平均排出量削減率を算定する。 

・合計延床面積及び合計原単位についても同様に算定する。 

 
オ 会社分割を行った場合 

・地球温暖化対策事業者等が、その事業に関して有する権利義務を他者に引き継がせ、会

社分割を行った場合、直近５か年度における会社分割前の年度については、他者に引き

継ぎを行った事業所等の実績を減算することで補正を行う。 
 

【例 13】会社分割を行った場合 

・例えば、2018年度末にＥ事業者がＦ事業者に権利義務を引き継がせる会社分割を行った

とする。 

Ｅ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正前） 

 

・2015 年度実績から 2018年度実績まではＦ事業者に引き継ぎを行った事業所等の実績が

算入されているが、2019年度実績はＦ事業者に引き継ぎを行った事業所等の実績は算

入されていない。 

・これにより、2019年度実績のみ当該事業者分合計二酸化炭素排出量が減少することに

なり、Ｅ事業者の平均排出量削減率を正確に算定することができない。 

・この場合、2015年度から 2018 年度までに、「各年度におけるＦ事業者の実績」を減算し

て補正することにより、平均排出量削減率を算定できるようになる。 

・減算する数値は、Ｆ事業者に引き継ぎを行った事業所等のうち、中小規模事業所として

都に報告を行っていた数値とする。 

Ｆ事業者の合計二酸化炭素排出量 

 

Ｅ事業者の合計二酸化炭素排出量（補正後） 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 16,600 16,400 16,300 16,200 16,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98795 0.99390 0.99386 0.98765

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 10,600 10,400 10,300 10,200 6,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.98113 0.99038 0.99029 0.58823

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合計二酸化炭素排出量（ｔ） 6,600 6,400 6,300 6,200 6,000

合計二酸化炭素排出量対前年度比 0.96969 0.98437 0.98412 0.96774
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・上記のように補正を行うことで、2015年度から 2019 年度までＦ事業者の実績が減算さ

れた状態で、平均排出量削減率を算定する。 

・合計延床面積及び合計原単位についても同様に算定する。 

 
カ 事業所等において再生可能エネルギー電気の受入れを行った場合 

・再生可能エネルギー電気の受入れは、評価対象事業所等における電気の受入れ状況が次

の①及び②の要件を満たす場合を言う。 

① 評価対象事業所等に電気を供給する小売電気事業者の「東京都エネルギー環境

計画指針」（平成 17 年東京都告示第 864 号）第３ １に規定する二酸化炭素排出

係数又は調整後二酸化炭素排出係数※１が、都内に電気を供給している全事業者の

平均値以下であること。 

※１ 小売電気事業者の二酸化炭素排出係数又は調整後二酸化炭素排出係数は、東京都エネル

ギー環境計画書制度において、補正を行う年度の４月１日時点で公表されている最新の数

値とする。 

② ①の小売電気事業者の再生可能エネルギー利用率※２が 20％以上であること又

は①の小売電気事業者から提供を受ける電気メニューの再生可能エネルギー利用

率※３が 20％以上であること。 

※２ 小売電気事業者の再生可能エネルギー利用率は、東京都エネルギー環境計画書制度にお

いて、補正を行う年度の４月１日時点で公表されている最新の数値とする。 

※３ 再生可能エネルギー利用率をメニューとして判断する場合は、①太陽光発電所、②風力

発電所、③水力発電所（出力合計３万ｋＷ未満のもの）、④地熱発電所、⑤バイオマス発電

所により発電された電気（ＦＩＴ電気を除く）の利用率が 20％以上であること。ただし、

再生可能エネルギー指定の非化石証書（上記①から⑤までの発電所に係るものに限る。）を

電気の販売に応じて使用した場合は、実質的に再生可能エネルギー電気の調達を実現して

いるとみなせることから、当該再生可能エネルギー利用率に含めても良いものとする。 

※４ 補正を行う年度に新たに電力供給を開始した小売電気事業者の場合は、例外的に、供給

開始後２か年度は、供給初年度の二酸化炭素排出係数、調整後二酸化炭素排出係数及び再生

可能エネルギー利用率を使用することができる。 

 

・再生可能エネルギー電気の受入れに該当する場合、合計二酸化炭素削減量（合計二酸化

炭素排出量から減算することができる二酸化炭素の量をいう。以下同じ）は、次の式の

とおり算定する（少数点以下切り捨て） 
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Ｘ４＝（ａ４－ｂ４）×ｃ４ 

Ｘ４：合計二酸化炭素削減量（ｔＣＯ２） 

ａ４：規則別表第１ １の項の下欄ハの知事が別に定める係数（ｔＣＯ２／千ｋＷｈ） 

ｂ４：評価対象事業所等に電気を供給する小売電気事業者の東京都エネルギー環境

計画指針第３ １に規定する二酸化炭素排出係数又は調整後二酸化炭素排出

係数（ｔＣＯ２／千ｋＷｈ） 

ｃ４：受け入れた再生可能エネルギー電気の量※（千ｋＷｈ） 

※受け入れた再生可能エネルギー電気の量は小売ベースとする。 

 
・上記の式により算定した合計二酸化炭素削減量を、合計二酸化炭素排出量から減算する

ことで補正を行う。 
・年度の途中で電気の供給を受ける小売電気事業者を変更した場合など、再生可能エネル

ギー電気及び再生可能エネルギー電気に該当しない電気が混在した場合は、受け入れた

電気の量のうち再生可能エネルギー電気の受入れ電力量分に応じた削減量を算定する。

また、複数の小売電気事業者から電気の受入れを行った場合も同様とする。 
 

【例 14】事業所等において再生可能エネルギー電気の受入れを行った場合 

・例えば、規則別表第１の１の項ハに規定する知事が別に定める係数が 0.489（ｔＣＯ２／

千ｋＷｈ）の年度に、二酸化炭素排出係数が 0.245（ｔＣＯ２／千ｋＷｈ）であり再生可

能エネルギー利用率が 32.5％の小売電気事業者から、1,400千ｋＷｈの電気を受け入れ

た事業所等があったとする。この場合、合計二酸化炭素削減量Ｘ４は次の式のとおり算

定する。 

 Ｘ４＝（0.489-0.245）×1,400 

   ＝341.6（ｔＣＯ２） 

・補正を行う年度における当該事業者の合計二酸化炭素排出量から、341（ｔＣＯ２）を減

算することで補正を行う。 

 
キ 事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合 

・対象となる証書は、グリーンエネルギー証書の認証機関が認証したグリーン電力証書及

びグリーン熱証書のうち、それぞれ次の①から③までの要件を満たすものとする。 

（ア）グリーン電力証書 

① グリーンエネルギー証書の認証機関に届け出た最終所有者（以下、「証書の最終

保有者」という。）が評価の対象とする事業者又は評価対象事業所等であるもの。 

② 補正を行う年度に評価対象事業所等における二酸化炭素排出量のオフセットに

利用されたもの。 

③ 証書に記載の発電種別が、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバイ

オマス発電のいずれかであるもの。ただし、バイオマス由来のグリーン電力証書

については、バイオマス比率が 60％以上のものに限る。 



 

16 

 
（イ）グリーン熱証書 

① 証書の最終所有者が評価の対象とする事業者又は評価対象事業所等であるもの。 
② 補正を行う年度に評価対象事業所等における二酸化炭素排出量のオフセットに

利用されたもの。 
③ 証書に記載の発熱種別が太陽熱であるもの。 

 
・合計二酸化炭素削減量は、次の式のとおり算定する（小数点以下切り捨て） 

（ア） グリーン電力証書 
Ｘ５＝ａ５×ｂ５ 

Ｘ５：合計二酸化炭素削減量（ｔＣＯ２） 

ａ５：規則第４条の 12第３項の表電気に係る電気等環境価値保有量の項第三欄

中知事が別に定める係数（ｔＣＯ２／千ｋＷｈ） 

ｂ５：グリーン電力証書の最終保有者電力量（千ｋＷｈ） 

 
（イ） グリーン熱証書 

Ｘ６＝ａ６÷1,000×ｂ６ 

Ｘ６：合計二酸化炭素削減量（ｔＣＯ２） 

ａ６：グリーン熱証書の最終保有者熱量（ＭＪ） 

ｂ６：規則第４条の 12第３項の表熱に係る電気等環境価値保有量の項第三欄中

知事が別に定める係数（ｔＣＯ２／ＧＪ） 

 
・上記の式により算定した合計二酸化炭素削減量を、合計二酸化炭素排出量から減算する

ことで補正を行う。 
 

【例 15】事業所等において証書による環境価値の利用を行った場合 

・例えば、規則第４条の 12 第３項の表電気に係る電気等環境価値保有量の項第三欄中知

事が別に定める係数が 0.489（ｔＣＯ２／千ｋＷｈ）の年度にグリーン電力証書を 1,400

千ｋＷｈ購入し、環境価値を評価事業所等における二酸化炭素排出量のオフセットに利

用した事業者があったとする。この場合、合計二酸化炭素削減量Ｘ５は次の式のとおり

算定する。 

 Ｘ５＝0.489×1,400 

   ＝684.6（ｔＣＯ２） 

・補正を行う年度における当該事業者の合計二酸化炭素排出量から、684（ｔＣＯ２）を減

算することで算定を行う。 

 
ク 規則別表第１に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法が変更になった場合 

・変更前の算定方法に従い算定した過去実績年度の合計二酸化炭素排出量を、変更後の算

定方法に従い再計算することで補正を行う。 
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ケ その他、知事が必要と認める場合 

 
（６）評価結果 

（４）エに定める計算式により算定した平均排出量削減率及び平均原単位改善率に応じ

て、表５のとおり評価を行う。 

 

表５ 地球温暖化の対策に係る取組の評価 

 

  

平均排出量削減率 平均原単位改善率

1.3％以上 2.6％以上
地球温暖化対策の取組実績が

極めて優良な事業者（ＳＳランク）

1.3％以上 1.3％以上2.6％未満
地球温暖化対策の取組実績が

特に優良な事業者（Ｓランク）

1.3％未満 1.3％以上
地球温暖化対策の取組実績が

優良な事業者

取組実績
評価
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３ 再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 

（１）評価の考え方 
再生可能エネルギーの利用状況に着目し、（４）に示す算定方法に従い、再生可能エネ

ルギーの利用実績が優良な地球温暖化対策事業者等を評価する。 
 

（２）評価対象 
ア 評価の対象とする事業者 

・２（６）において、「地球温暖化対策の取組実績が特に優良な事業者（Ｓランク）」又は

「地球温暖化対策の取組実績が極めて優良な事業者（ＳＳランク）」となった事業者を

評価の対象とする。 
 

イ 評価の対象とする事業所等 

・２（２）イの事業所等を評価の対象とする。 
・ただし、次の（ア）から（ウ）までに該当する事業所等は、評価の対象から除くことが

できる。 
（ア） 所有形態が「自己所有」かつ報告範囲が「建物の一部（その他）」の事業所等 
（イ） 所有形態が「他者所有」かつ報告範囲が「建物の全部」の事業所等 
（ウ） 所有形態が「他者所有」かつ報告範囲が「建物の一部（テナント）」の事業所等 
 

ウ 評価の対象とする期間 

・再生可能エネルギーの利用に係る措置については、実績年度の状況について評価する。 
 

（３）評価項目 
評価項目は、報告書（その１）において報告する再生可能エネルギー利用事業所等率と

する。 
 

（４）算定方法 
地球温暖化対策事業者等は、ア及びイに定める方法により、再生可能エネルギー利用事

業所等の数（以下、「再生可能エネルギー利用事業所等数」という。）及び再生可能エネル

ギー利用事業所等率を次の図２の手順に従い算定する。 
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図２ 再生可能エネルギー利用事業所等率の算定フロー 

 

 
ア 再生可能エネルギー利用事業所等数の算定 

・再生可能エネルギー利用事業所等数は、評価対象事業所等における再生可能エネルギー

利用事業所等の数を合計する。 
・なお、次の（ア）又は（イ）に該当する場合は、必要に応じて（５）ア又はイに定める

補正を適用し、再生可能エネルギー利用事業所等数を算定する。 
（ア） 他の事業者が都内に有する事業所等の屋根等を賃借し、再生可能エネルギー発

電設備を設置している場合 
（イ） 事業者として証書による環境価値等を都内において利用した場合 

・再生可能エネルギー利用事業所等は、報告書（その２）において次の（ア）から（ウ）

までのいずれかの利用状況を報告した事業所等をいう。 
 

  

Ｐ.17

Ｐ.18

Ｐ.21

Ｐ.20・再生可能エネルギー利用事業所等率の算定

評価対象事業所等数を算定

・評価の対象とする事業所等

再生可能エネルギー利用事業所等数を算定

・再生可能エネルギー利用事業所等数の算定

・補正方法

再生可能エネルギー利用事業所等率を算定



 

20 

（ア） 再生可能エネルギー発電設備の設置 

・対象となる再生可能エネルギーの種類は、当分の間、太陽光、風力、水力、地熱及び

バイオマスとし、各発電設備の要件は表６のとおりとする。 

 

表６ 各発電設備の規模要件 

 

※１ 太陽電池出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールのＪＩＳ等に規定され

ている公称最大出力の合計値とパワーコンディショナのＪＩＳに基づく定格出力の合計値の

うち、いずれか低い方の出力とする。 

※２ バイオマス比率は、化石燃料を含む投入燃料全体の発熱量に対するバイオマス燃料の発熱量

の比率をいう。バイオマス比率は、「総量削減義務と排出量取引制度における再エネクレジッ

ト算定ガイドライン」第２部第２章２（３）ウの規定により算定する。 

※３ 離島及びへき地（離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法又は過疎地域自立促進特別措

置法で規定する地域）に存する事業所等については、バイオマス発電の要件②を不要とする。 

※４ 複合は、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバイオマス発電設備複数の組み合

わせによる再生可能エネルギー発電を指す。 

 
・ここでいう設置とは、実績年度に事業所等の報告範囲又は事業所等の存する敷地内に

再生可能エネルギー発電設備が設置され、発電が行われている場合をいう。 
・ただし、他の事業者に事業所等の屋根等を貸与し、再生可能エネルギー発電設備の設

置を受けている場合はここでいう設置には当たらない。 
 
（イ） 再生可能エネルギー電気の受入れ 

・再生可能エネルギー電気の受入れは、評価対象事業所等における電気の受入れ状況が

次の①から③までの要件を満たす場合を言う。 

① 評価対象事業所等に電気を供給する小売電気事業者の「東京都エネルギー環境

計画指針」（平成 17 年東京都告示第 864 号）第３ １に規定する二酸化炭素排出

発電設備種別 要件

太陽光発電 太陽電池出力
※１

が４ｋＷ以上であること。

風力発電 発電出力が１ｋＷ以上（単機出力１ｋＷ以上）であること。

水力発電 発電出力が１ｋＷ以上（単機出力１ｋＷ以上）であること。

地熱発電 特になし

バイオマス発電

次の要件をすべて満たすものとする。

①バイオマス比率
※２

が60％以上であること。

②発電出力が10ｋＷ以上
※３

であること。

複合
※４ 発電設備の出力合計が10ｋＷ以上であること。

ただし、太陽光発電は太陽電池出力１ｋＷ以上とする。
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係数又は調整後二酸化炭素排出係数※１が、都内に電気を供給している全事業者の

平均値以下であること。 

※１ 小売電気事業者の二酸化炭素排出係数又は調整後二酸化炭素排出係数は、東京都エネルギ

ー環境計画制度において、実績年度の４月１日時点で公表されている最新の数値とする。 

② ①の小売電気事業者の再生可能エネルギー利用率※２が 20％以上であること又

は①の小売電気事業者から提供を受ける電気メニューの再生可能エネルギー利用

率※３が 20％以上であること。 

※２ 小売電気事業者の再生可能エネルギー利用率は、東京都エネルギー環境計画制度において、

実績年度の４月１日時点で公表されている最新の数値とする。 

※３ 再生可能エネルギー利用率をメニューとして判断する場合は、①太陽光発電所、②風力発

電所、③水力発電所（出力合計３万ｋＷ未満のもの）、④地熱発電所、⑤バイオマス発電所

により発電された電気（ＦＩＴ電気を除く）の利用率が 20％以上であること。ただし、再

生可能エネルギー指定の非化石証書（上記①から⑤までの発電所に係るものに限る。）を電

気の販売に応じて使用した場合は、実質的に再生可能エネルギー電気の調達を実現してい

るとみなせることから、当該再生可能エネルギー利用率に含めても良いものとする。 

※４ 補正を行う年度に新たに電力供給を開始した小売電気事業者の場合は、例外的に、供給

開始後２か年度は、供給初年度の二酸化炭素排出係数、調整後二酸化炭素排出係数及び再生

可能エネルギー利用率を使用することができる。 

 

③ ①及び②の要件を満たす小売電気事業者から、６か月以上再生可能エネルギー

電気を調達していること。 

 
（ウ） 証書による環境価値の利用 

・対象となる証書は、グリーンエネルギー証書の認証機関が認証したグリーン電力証書

及びグリーン熱証書のうち、それぞれ次のａ及びｂの要件を満たすものとする。 

①  グリーン電力証書 

ａ.証書の最終所有者が評価対象事業所等であるもの。 

ｂ.証書に記載の発電種別が、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバ

イオマス発電のいずれかであるもの。ただし、バイオマス由来のグリーン電力

証書については、バイオマス比率が 60％以上のものに限る。 

② グリーン熱証書 

ａ.証書の最終所有者が評価対象事業所等であるもの。 

ｂ.証書に記載の発熱種別が太陽熱であるもの。 

 

・ここでいう環境価値の利用とは、実績年度に発行された証書の権利を同年度に行使し

ている場合をいう。 

 

イ 再生可能エネルギー利用事業所等率の算定 

・再生可能エネルギー利用事業所等率は、次の式のとおり算定する（小数点以下第３位切
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り捨て） 

・なお、３（２）イ評価の対象とする事業所等の数が０の場合は、再生可能エネルギー利

用事業所等率を０％とする。 

 

Ｙ＝ａ１÷ｂ１×100 

Ｙ：再生可能エネルギー利用事業所等率（％） 

ａ１：再生可能エネルギー利用事業所等数 

ｂ１：評価対象事業所等数 

 
（５）補正方法 

次のア又はイに該当する場合は、再生可能エネルギー利用事業所等数及び再生可能エネ

ルギー利用事業所等率の補正を行うことができる。 
ただし、補正によって再生可能エネルギー利用事業所等数が評価対象事業所等数を上回

ることはできない。 
 

ア 他の事業者が都内に有する事業所等の屋根等を賃借し、再生可能エネルギー発電設備を

設置している場合 

・他の事業者が都内に有する事業所等の屋根等を貸借し、当該屋根等に再生可能エネルギ

ー発電設備を設置している場合は、再生可能エネルギー発電設備を設置した事業所等の

数を再生可能エネルギー利用事業所等数に加算することができる。 
・ただし、設置している再生可能エネルギー発電設備が（４）ア（ア）に規定する要件を

満たす場合に限る。 
 

イ 事業者として証書による環境価値を都内において利用した場合 

・対象となる証書は、グリーンエネルギー証書の認証機関が認証したグリーン電力証書及

びグリーン熱証書のうち、それぞれ次の①及び②の要件を満たすものとする。 

（ア）グリーン電力証書 

① 証書の最終所有者が評価対象事業者であるもの。 

②  証書に記載の発電種別が、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電及びバイ

オマス発電のいずれかであるもの。ただし、バイオマス由来のグリーン電力証書に

ついては、バイオマス比率が 60％以上のものであることとする。 

 

（イ）グリーン熱証書 

① 証書の最終所有者が評価対象事業所等であるもの。 

② 証書に記載の発熱種別が太陽熱であるもの。 

 
・ここでいう環境価値の利用とは、実績年度に発行された証書の権利を同年度に都内にお

いて行使している場合をいう。 

・当面の間、グリーン電力証書及びグリーン熱証書に加え、「電気事業者による新エネル
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ギー等の利用に関する特別措置法」（平成 14年法律第 62号。以下、「ＲＰＳ法」という。）

第４条の新エネルギー等電気相当量のうち、義務履行に利用されない新エネルギー等電

気相当量を対象とする。 

・事業者として証書を利用した場合は、証書の最終保有者電力量、最終保有者熱量又はＲ

ＰＳ法の新エネルギー電気相当量を、次の式で再生可能エネルギー利用事業所等数（補

正値）に変換することで、再生可能エネルギー利用事業所等数に加算することができる

（小数点以下切り捨て）。 

 
（ア） グリーン電力証書 

Ｙ２＝ａ２÷ｂ２ 

Ｙ２：再生可能エネルギー利用事業所等数（補正値） 

ａ２：グリーン電力証書の最終保有者電力量（ｋＷｈ） 

ｂ２：4,000※（ｋＷｈ） 

※出力４ｋＷの太陽光発電設備を設置した場合の推定年間発電量 

 
（イ） グリーン熱証書 

Ｙ３＝ａ３÷ｂ３ 

Ｙ３：再生可能エネルギー利用事業所等数（補正値） 

ａ３：グリーン熱証書の最終保有者熱量（ＭＪ） 

ｂ３：32,600※（ＭＪ） 

※「総量削減義務と排出量取引制度における再エネクレジット算定ガイドライン」の規定に

より 4,000ｋＷｈのグリーン電力証書と同量の再エネクレジットを発行することができる

グリーン熱証書の認証熱量（概数） 

 
（ウ） ＲＰＳ法の新エネルギー等電気相当量 

Ｙ４＝ａ４÷ｂ４ 

 Ｙ４：再生可能エネルギー利用事業所等数（補正値） 

ａ４：ＲＰＳ法の新エネルギー等電気相当量（ｋＷｈ） 

ｂ４：4,000※（ｋＷｈ） 

※出力４ｋＷの太陽光発電設備を設置した場合の推定年間発電量 

 

【例 15】事業者として証書による環境価値を都内において利用した場合 

・例えば、実績年度にグリーン電力証書を 14,000ｋＷｈ購入し、同年度に証書の権利を都

内において行使した事業者があったとする。この場合、再生可能エネルギー利用事業所

等数（補正値）Ｙ２は次の式のとおり算定する。 

 Ｙ２＝14,000÷4,000 

   ＝3.5 

・実績年度における当該事業者の再生可能エネルギー事業所等数に、３を加算することで

補正を行う。 
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（６）評価結果 

（４）イに定める計算式により算定した再生可能エネルギー利用事業所等率に応じて、

表７のとおり評価を行う。 
 

表７ 再生可能エネルギーの利用に係る措置の評価 

 

評価

再生可能エネルギーの利用実績が
優良な事業者（★）

再生可能エネルギー利用事業所等率

30％以上
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